


・多くの自治体のホームページで『HACCPの概念に基づき策定されている「大量調理
施設衛生管理マニュアル」に従って衛生管理を実施している場合は、新たな対応は必
要はありません。同マニュアルを衛生管理計画としてその計画を実行し、記録してくだ
さい。ただし、これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用していない施設にお
いては、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして
HACCPに沿った衛生管理を実施してください（堺市のホームページより引用）。』と同
等の記載がされています。



















・ウェルシュ菌、サルモネラ属菌、カンピロバクター、下痢原性大腸菌、
腸炎ビブリオなどで、調理器具を介した二次汚染による食中毒が発生
している。





細菌性食中毒の予防

食中毒の予防策としては、

①細菌による汚染を防ぐこと（清潔）
②細菌の増殖を防ぐこと（冷却・迅速）
③細菌を死滅させること（加熱）

の3つの原則に従うことが基本である。

これらの原則が守られれば細菌性食中毒の発生はほとんど
未然に防ぎうる。



①細菌による汚染防止

（i）調理に従事する者、また製造、販売など食品を

取り扱う者は、常に手指の洗浄・消毒の習慣を身
につける。

とくに生の肉類、魚介類などの食品を扱った後は、
汚染の原因になりやすいので十分注意する。



①細菌による汚染防止

（ii）調理や製造、販売など、食品を取り扱う業務に従事す

る者については、定期的に検便を行い、保菌者の発見に
努め、事故の発生を未然に防ぐようにする。

（iii）とくに手指に化膿性疾患のある者や下痢をしている者

は、調理、製造などの業務に従事してはならない。手指を
介して化膿の原因となる黄色ぶどう球菌が大量に食品中
に混入したり、下痢の原因となるさまざまな病原菌が食品
に付着したりする可能性があるためである。



①細菌による汚染防止

（iv）まな板、包丁などの調理器具や食器類、ふきんなどは常
に清潔にし、できればそのつど熱湯で消毒する。

生の肉類や魚介類を扱った後の調理器具は、これを介してサ
ルモネラ属菌、カンピロバクターや腸炎ビブリオなどの交差汚
染がしばしば起こる。

そのなかでも重要なのはまな板で、大規模施設においては、
肉用、魚用、野菜用、下処理用など、使用目的に応じて使い
分ける必要がある。



①細菌による汚染防止

（v）ネズミや昆虫の排泄物には、サルモネラ属菌などの

細菌を保有しているので、食品を汚染したり、その足や
体に付着した病原体で食品を汚染することがあるので、
食品を露出のまま放置してはならない。

（vi）調理などに簡易水道や井戸水を使用している場合

には、塩素消毒を施すとともに、定期的に水質検査を
受け、飲用に適しているかを確認するなど、衛生管理を
徹底する。



②細菌の増殖防止

・食品を完全に無菌状態に保つことは、実際上不可能
に近く、日常用いる食材のなかには、多かれ少なかれ
細菌が付着・残存しているものと考えなければならない。

・仕入れた材料は可及的速やかに使用すること。

・調理した食品はできるだけ早く食べるよう計画的に調
理し調理した食品をそのまま室温に長く放置することの
ないように心がける。



②細菌の増殖防止

・給食などの施設にあっては、施設の能力以上の量を
処理することが事故の原因となるので注意する。

・食材をすぐに使用できない場合は、冷凍ないしは冷蔵
保存する必要がある。

・冷凍保存でも菌は死滅せず、5～10℃の冷蔵保存で
は、菌の増殖を完全に阻止することは困難である。



②細菌の増殖防止

・大量に調理されたようなものでは温度が下がりにくく、
冷却に時間がかかって、この間に残存した耐熱性の芽
胞などの増殖することがある。

・そのため、小分けして温度を下げる工夫が必要である。

・とくに肉類など嫌気状態になりやすい加熱調理食品で
は、ウェルシュ菌食中毒の原因となることが多いので、
注意を要する。



③細菌の加熱処理

・ぶどう球菌食中毒は耐熱性毒素であるエンテロト
キシンによるもので、いったん毒素が食品中に形
成されると、加熱調理によっても食中毒は避けら
れない。

・サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、下痢原性大腸菌
といった感染型食中毒は、食前に十分加熱すれば
これを防ぐことができる。



③細菌の加熱処理

・これまでの大規模な施設で発生した事故例は、汚染さ
れた生の原材料の直接摂取によるものは少なく、多くは
調理されても加熱が不十分な食品によって起こっている。

・とくに、欧米で腸管出血性大腸菌O157食中毒の原因

として問題となったビーフハンバーグのような、肉厚で中
心部に熱がとどきにくい食品を加熱する場合は、中心温
度が少なくとも75℃に達するように設定して、１分以上
処理する必要がある。



ノロウイルス対策

・ウイルスと細菌は全く別の微生物です。

・ノロウイルスは物理化学的抵抗性が強く、60℃、30分
間の加熱にも安定で、酸や消毒用アルコールでも容易
に不活化されない。

・予防対策としては洗浄と加熱である。カキなど二枚貝
は、85~90℃ （中心部）、 90秒以上加熱して喫食する。



ノロウイルス対策

・調理器具、食器類、布巾は熱湯で消毒する。

・調理者は、調理する前に手指を石けんとブラシを使っ
て入念に洗浄することが重要である。

・検便によるノロウイルス保持者の発見も重要である。



2016/01/14
滋賀県大津市

※Yahoo ニュースの毎日放送の記事より引用



・本研修で用いた、『HACCPの考え方を

取り入れた衛生管理のための手引書～
委託給食事業者～』は厚生労働省ホーム
ページ内の「HACCPの考え方を取り入れ

た衛生管理のための手引書」の一覧
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000179028_00003.html）か
ら入手することが可能です。

・衛生管理の参考になれば幸いです。
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